
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▽▲▽▲▽▼ 預かり保育に関する問い合わせ先▽▲▽▲▽▲ 

小郡市役所 保育所・幼稚園課 保育支援係 

電話 0942-73-9148 
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〇目的 
  幼稚園の教育時間外に保育を実施することにより、保護者の子育てを支援することを

目的としています。 

 

〇活動内容 
  保護者のお迎えの時間まで、保育室内外で過ごします。通常教育時間と違い、異年齢

の交流の場として、自発的な交流が生まれる環境を作っていきます。 

 

〇活動場所 
  小郡幼稚園内 

 

〇対象園児 
  小郡幼稚園に在園し、保護者が預かり保育を希望する園児 

 

〇預かり保育の種類 
 （１）通年利用   年間を通して教育実施日に預かります 

（２）一時利用   １日を単位として預かります 

（３）長期休業利用 夏休み等の長期休業中に預かります 

 

〇実施内容 
１．実施日および実施時間 

種類 実施日 実施時間 

（１）通年利用 教育実施日 １７時３０分まで 

（２）一時利用 教育実施日、長期休業中 １７時３０分まで 

（３）長期休業利用 夏休み等の教育を実施していない日 
8時 30分から 

１７時 30分まで 

※次の日は実施しません。 

 ・土日祝日、閉園日（※１） 

・運動会などの振替休日 

・親子で行う園行事の日（遠足・運動会・入園式・卒園式など） 

・台風等の自然災害やインフルエンザ等の感染症により休園、学級閉鎖、早帰りとなった場合 

・その他園長が指定した日 

 

２．長期休業中の預かり保育実施日（土日、祝日、閉園日※1は除く） 

 

  

 

 

※卒園後も長期休業利用の方は 3/31まで利用可能です。 

※8月の夏季保育中は、通年利用扱いになります。 

夏休み・・・ 7/２1 ～ 9/4 

冬休み・・・ 12/23 ～ 1/８ 

春休み・・・ 3/２3 ～ ４/７ 

 

 

・ ８/1２ ～ ８/16 

・ 12/2８ ～ 1/3 

 

※1…R８預かり保育未実施予定日 
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〇利用条件 

１．通年利用 
通年利用の利用条件は、園児の保護者および園児と同居する家族全員（６４歳以上およ

び高校生以下を除く）が次の A～Dのいずれかに該当する場合とします。詳細は、7ペー

ジの「保育の認定基準」をご覧ください。 

利用条件 添付書類 

Ａ：保護者の家事以外の就労 就労証明書等    様式① 

Ｂ：保護者の就学 在学証明書等    様式⑤ 

Ｃ：保護者又は家族の定期的な通院・看護・介護 介護認定、診断書等 様式②④ 

Ｄ：その他市が預かり保育が必要と認める場合（出産等） 状況がわかるもの 

※ただし、ご利用頻度が少ない方には、一時利用への変更をご相談させていただきます。 

 

２．一時利用 

利用条件 

保護者の傷病・出産等による入通院、保護者の災害・事故 

保護者の他の子どもの学校行事等への参加 

保護者の地域活動、社会活動等への参加 

その他市が預かり保育が必要と認める場合  等 

  原則として希望者を受け入れる予定ですが、希望者が多数の場合は、施設の状況や 

人員配置のほか、安全性の面から受け入れをお断りする場合があります。 

 

３．長期休業利用 
長期休業利用の利用条件は、園児の保護者および園児と同居する家族全員（６４歳以上

及び高校生以下を除く）が次のA～Dのいずれかに該当する場合とします（通年利用と同

じ条件です）。 

利用条件 添付書類 

Ａ：保護者の家事以外の就労 就労証明書等    様式① 

Ｂ：保護者の就学 在学証明書等    様式⑤ 

Ｃ：保護者又は家族の定期的な通院・看護・介護 介護認定、診断書等 様式②④ 

Ｄ：その他市が預かり保育が必要と認める場合（出産等） 状況がわかるもの 

 

○利用人数 
通年利用・・・４０名程度  

一時利用・・・１０名程度 

長期休業利用・・・４０名程度 

 

 

 

※それぞれ利用希望者が多数の場合は、保育所の入所基準を

もとに、保育の必要性の高い方から順に受け入れます。 
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〇預かり保育料金 
 １．利用料金 

（１）通年利用 日額 ５００円 

（２）一時利用 

教育実施日 日額 ５００円 

長期休業中 日額 ７００円 

（要事前申請、原則週 2日まで） 

（３）長期休業利用 日額 ７００円 

※別途、預かり保育の教材費がかかります。 

２．納付方法 

預かり保育の種類（通年利用、長期休業利用、一時利用）に関わらず、原則利用した

翌月に預かり保育料を現金にてお支払いいただきます。 

 ※無償化認定を受けている場合は、下記のとおり無償化対象額を差し引いた金額を請求します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３．預かり保育料の無償化について 
預かり保育の種類（通年利用、長期休業利用、一時利用）に関わらず、一定の要件（保育の 

必要性の認定）を満たせば預かり保育の利用料金が無償化の対象となります。 

預かり保育の無償化については市から保育の必要性の認定を受ける必要があります。 

詳しくはしおりの７Pから８Pをご確認ください。 

 

〇申し込み 

１．通年利用 
（１）申請書類 

下記の書類を提出期限までに小郡市保育所・幼稚園課（あすてらす内）へ提出してください。 

①通年利用のみの利用を希望する場合 

・預かり保育通年利用申込書（様式第 1号）、利用条件に応じた添付書類 

（次年度の申込みの場合） 令和 7年１１月２8日（金）まで 

（年度途中の申込みの場合）利用希望月の前月１０日まで 

 ②通年利用と長期休業利用を希望する場合 

例１）無償化認定を受けている人が通年利用で月に 11 日間利用した場合 

・通年利用料金 500 円 × 11 日 ＝ 5,500 円 

・無償化対象額 450 円 × 11 日 ＝ 4,950 円 

⇒5,500 円から 4,950 円を差し引いた 550 円を翌月に支払う。 

例３）無償化認定を受けている人が長期休業利用で月に１２日間利用した場合 

・長期休業利用料金 700 円 × 12 日 ＝ 8,400円 

・無償化対象額   450 円 × 12 日 ＝ 5,400円 

⇒8,400 円から 5,400 円を差し引いた 3,000 円を翌月に支払う。 

 

例２）無償化認定を受けている人が一時利用で月に 5 日間利用した場合 

・一時利用料金  500 円 × 5 日 ＝ 2,500 円 

・無償化対象額  450 円 × 5 日 ＝ 2,250 円 

⇒2,500 円から 2,250 円を差し引いた 250 円を翌月に支払う。 
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 ・預かり保育通年利用申込書（様式１号）、預かり保育長期休業利用申込書（様式３号）、 

利用条件に応じた添付書類 

（次年度の申込みの場合） 令和７年１１月２８日（金）まで 

（年度途中の申込みの場合）利用希望月の前月１０日まで 

 

 （２）利用者の決定について 

（次年度の申込みの場合） 

次年度の申込みは１２月上旬に選考を行い、決定次第書面により通知します。 

※利用希望者が定員を超えた場合は、保育所の入所基準をもとに、保育の必要性の高い方から 

順に受け入れます。ご了承ください。 

   （年度途中の申込みの場合） 

年度途中の申込みは毎月１０日以降に選考を行い、決定次第書面により通知します。 

※申し込み時点で既に利用定員を満たしていた場合、通年利用及び長期休業利用のご利用が 

できない可能性があります。ご了承ください。 

 

（３）留意事項 

・通年利用は、利用承認後も利用条件を継続していることが必要です。利用条件に変更が生じ

た場合は、ただちに園へご連絡ください。また、状況調査として証明書等を改めて提出して

いただく場合があります。利用条件を満たしていないと判明した場合、通年利用ができなく

なります。 

・通年利用でのお預かりの必要性が低い方には、（利用条件を満たしていても）通年利用では

なく一時利用でのご利用をお願いする場合があります。あらかじめご了承ください。 

・通年利用を辞めたい場合は、預かり保育利用辞退届（様式第６号）を速やかに提出してくだ

さい。 

・8月の夏季保育中は、通年利用扱いになります。 
・原則、週３日以上利用が必要な方の申請をお願いします。 
 

２．一時利用 
（１）申請書類 

 ・預かり保育一時利用申込書を利用月の前月２０日までに小郡幼稚園に提出してください。 

  ・21日以降に承諾書または不承諾書をお渡しします。希望が多かった場合は、保育の必要性

が高い方から順に受け入れます。 

（２）留意事項 

・預かり保育一時利用のキャンセルについて 

保護者の都合により、利用日の 2日前または前日・当日に預かり保育の申請を取り消した

場合は、預かり保育料は納入していただきます。(月曜日に利用する場合、前週の木曜日以降

に取り消した場合は預かり保育料は納入していただきます。) 

ただし、園児が病気になり幼稚園を欠席または早退をした場合は、病気による預かり保育

利用辞退届を提出していただければ、預かり保育料はいただきません。 

また、保護者又は園児の責に帰することができない理由により、預かり保育を利用できな

くなった場合はこの限りではありません。 

例１）台風やインフルエンザ等の流行で休園になった場合 

例２）その他やむを得ない理由により園を欠席・早退した場合 
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（３）長期休業期間中の１日単位での預かり保育の利用 

  種類 実施日 実施時間 

長期休業の一時預かり 夏休み等の教育を実施していない日 
8時 30分から 

１７時30分まで 

・利用条件は一時利用と同様です。 

・長期休業中の一時預かりの利用料は、長期休業利用と同じく日額 700円です。 

 ・預かり保育一時利用申込書を利用月の前月２０日までに小郡幼稚園に提出してください。 

  ・希望が多かった場合は、保育の必要性が高い方から順に受け入れます。 

 

 

３．長期休業利用 
（１）申請書類 

下記の書類を提出期限までに小郡市保育所・幼稚園課（あすてらす内）へ提出してください。 

長期休業利用のみの利用を希望する場合 

・預かり保育長期休業利用申込書（様式第３号）、添付書類 

（次年度の申込みの場合） 令和７年１１月 2８日（金）まで 

（年度途中の申込みの場合）利用希望月の前月１０日まで 

  

 （２）利用者の決定について 

（次年度の申込みの場合） 

次年度の申込みは１２月上旬に選考を行い、決定次第書面により通知します。 

※利用希望者が定員を超えた場合は、保育所の入所基準をもとに、保育の必要性の高い方から 

順に受け入れます。ご了承ください。 

   （年度途中の申込みの場合） 

年度途中の申込みは毎月１０日以降に選考を行い、決定次第書面により通知します。 

※申し込み時点で既に利用定員を満たしていた場合、通年利用及び長期休業利用のご利用が 

できない可能性があります。ご了承ください。 

 

（３）留意事項 

・長期休業利用は、利用承認後も利用条件を継続していることが必要です。利用条件に変更が

生じた場合は、ただちに園へご連絡ください。状況調査として証明書等を改めて提出してい

ただく場合があります。その際、利用条件外であることが判明した場合、長期休業利用がで

きなくなります。 

・長期休業利用でのお預かりの必要性が低い方には、（利用条件を満たしていても）ご利用を

お断りする場合があります。あらかじめご了承ください。 

・長期休業利用を辞めたい場合は、預かり保育利用辞退届（様式第６号）を速やかに提出して

ください。 

・長期休業利用のみの方で通年利用を申請していない場合、8月の夏季保育中の利用は一時利

用の申請が必要です。 
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４．その他 
・原則として当日の申込はできませんが、保護者の傷病・出産等による入通院、保護者の 

災害・事故等、預かり保育が必要であると認める場合についてはこの限りではありません。 

・利用許可にあたり、「預かり保育承諾書」を発行しますので、利用が終わるまで保管して 

おいてください。 

 

 

○利用内容の変更について 
 ・通年利用及び長期休業利用の利用途中に申請内容（利用期間等）に変更が生じる場合は、 

預かり保育変更届（様式第５号）を速やかに提出してください。 

 

 

〇利用決定の取り消しについて 
・申請書を受理した後でも、書類に虚偽事項があるとわかった時は、即時利用決定取り消しと 

なります。また、お迎えの時間に遅れることがあれば、利用取り消しとなりますので、ご理 

解・ご協力をお願いします。 

・預かり保育料を滞納した場合は、以後の利用はできません。 

 

 

〇食事・おやつ等について 
・園が午前保育・長期休業中は、家庭からのお弁当持参になります。 

・おやつは幼稚園では用意しません。適量を家庭から持参していただきます。 

お友達に分けたり、分けてもらったりすることはできません。 

（忘れると、１人だけおやつがない状態になりますので、ご注意ください。） 

・お茶は各自で用意してください。（夏場は、通常教育時間用と預かり保育用の２つ） 

 

 

〇開始日（予定） 

 ・５歳児、４歳児（前年度からの在園児）  

長期休業中預かり 令和８年 ４月 １日（水） 

通年利用の預かり 令和８年 ４月 ８日（水）（始業式） 

・３歳児       令和８年 ４月２２日（水） 

 

※転入園児の預かり保育開始日は、園との相談になります。 
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〇幼児教育の無償化について 

  ２０１９年１０月から開始された幼児教育の無償化により、預かり保育についても一定の条件

（保育の必要性の認定）を満たせば、預かり保育料が無償化されます。 

 

１．無償化の条件 
預かり保育の無償化については、市から保育の必要性の認定を受ける必要があります。 

保育の必要性の認定を受けるには、園児の保護者のいずれもが一定以上の就労時間等、市内保

育所入所基準と同等の要件（以下、「保育の認定基準」という。）に適合することが必要とな

ります。 

 

２．無償化の申請について 
申請書類により、無償化の認定を行います。園児の保護者および園児と同居する家族等が

『保育の認定基準』（預かり保育のしおりの７Ｐ参照）に適合し、無償化の対象となる方に 

ついては、無償化の認定のため別途申請書類等の提出をお願いします。 

申請書類については、保育所・幼稚園課にお問い合わせください。 

  ※預かり保育の種類（通年利用、一時利用、長期休業利用）に関わらず要件に適合していれば 

無償化の対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育の認定基準（預かり保育無償化の条件） 

※園児の保護者および園児と同居する家族全員が以下の基準を満たす必要があります。 

（６４歳以上及び高校生以下を除く） 

① 居宅外で労働することを常態としていること。（月６４時間以上） 

② 居宅内で当該園児と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。 

（月６４時間以上） 

③ 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。 

（出産予定日または出産日の前後合わせて６ヶ月間のうち必要な期間） 

※ただし、利用希望日は出産予定日の 2か月前の 1日からになります 

④ 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。 

⑤ 親族（長期入院している親族）を常時介護・看護していること。 

⑥ 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。 

⑦ 求職活動中であること、就学中であること。（就学中の場合は月６４時間以上） 

⑧ 虐待やDVのおそれがあること。 

⑨ 育児休業取得時に、既に保育を利用している園児がいて継続利用が必要であること。 

⑩ その他、上記に類する状態として市が認める場合 
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３．無償化の内容 

①通年利用 
１回あたり４５０円が無償化されます 

※１回につき４５０円が無償化となり、５０円は自己負担となります。 

②一時利用 

１回あたり４５０円が無償化されます 

※１回につき４５０円が無償化となり、教育実施日は５０円、長期休業中は

２５０円が自己負担となります。 

③長期休業利用 
１回あたり４５０円が無償化されます 

※１回につき４５０円が無償化となり、２５０円は自己負担となります。 

※無償化認定を受けた方のみ適応されます。 

無償化認定を受けていない方は、利用料の全額が自己負担となります。 

※預かり保育の教材費については、無償化の対象外です。 

 

４．給付の方法について 
  預かり保育の無償化の対象となった場合、翌月の支払いの際に無償化対象額を差し引 

いて請求させていただきます。 

 

 

 

◆Q＆A 

Ｑ．一時利用の回数制限はありますか。 Ａ．原則として週に 2回まででお願いします。 

Ｑ．１１時半降園の時も預かりますか。 Ａ．預かります。ただし、園長が実施しないと

判断した場合はできません。（事前にお知ら

せします） 

Ｑ．お迎えの時間に間に合わない場合は

どうなりますか。 

Ａ．決まった時間にお迎えができない方は、次

回からの利用をお断りする場合がありますの

で、時間は厳守されますようお願いします。 

Ｑ．長期休業中に入園し、長期休業中の

預かり保育を利用したいのですが。 

Ａ．預かり保育の利用は教育実施日での慣らし

保育を前提としておりますので、入園してす

ぐに長期休業中の預かり保育を利用すること

はできません。預かり保育は教育実施日が始

まって慣らし保育を終えてからのご利用とな

りますのでご了承ください。 

Ｑ．一時利用でも無償化の対象となりま

すか。 

Ａ．保育の認定基準を満たしていれば無償化の

対象となります。（７～８ページ参照） 

Ｑ．急にお迎えに行けなくなってしまっ

たので、知人にお願いしたい。 

Ａ．お迎えの時間までに、必ず保護者の代わり

にどなたが迎えに来られるのか園に連絡をく

ださい。 

Ｑ．保護者のリフレッシュのために預か

り保育を利用できますか。 

A．保護者のリフレッシュのためには利用でき

ません。 

 


